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学生・生徒・園児及び保護者・保証人の皆さん 

教職員各位  

新型インフルエンザ 対策本部長  寺園 喜基 

                                    対策本部事務局 企画広報課(Tel:092-823-3718) 

 

新型（豚）インフルエンザ国内感染にあたっての対応について【第１報】 

 

新型（豚）インフルエンザ感染事例が国内で確認されたことに伴い、学生・生徒・

園児及び保護者・保証人の皆さん、教職員各位におかれましては、今まで以上の感染防止

に努められますようご協力をお願いします。 

なお、今後の状況変化によっては、休校・休講等の措置をとる場合も予想されます。

当対策本部からの情報は、学院ＨＰ、大学ＨＰ、ＳＡＩＮＳポータル、学内掲示板等

でお知らせしますので、定期的に確認してください。 

 

感染防止について 

感染防止は個々人の注意と予防策の励行が基本です。文科省が例示している以下

の項目をご参照の上、慎重かつ冷静に行動していただくようにお願いします。 

 

１．外出にあたっては、人混みを避けるとともに症状のある人に近寄らないことや、

マスクの使用、うがいと手洗い、咳エチケット(注)など日頃からのインフルエンザ

感染予防を行ってください。 

 (注)咳エチケット： 咳やくしゃみの際に、飛沫が拡散しないようにティッシュな

どで口と鼻を被い、他の人から顔をそむけ、できる限り１～２メートル離れること。 

 

２．健康管理に特に注意し、発熱や咳などのインフルエンザ様の症状が見られる場合

には、以下に示す新型インフルエンザ電話相談窓口に相談し指示を受けるとともに、

下記２．（２）の所定の連絡先にも連絡してください。 

 

３．特に患者発生地域への過去７日以内の訪問歴がある場合、上記１．２．の励行を

徹底してください。 

 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

なお、以下についても、引き続きご注意いただくようお願いします。 

 



「海外への渡航について（ご注意のお願い）」【第２報】５月１４日版 

 

１．基本方針 

（１）新型インフルエンザ地域・国及び発生の疑いのある国・地域への、不要・不急

の渡航は、できるだけ避けてください。 

（２）その他の地域への渡航は、渡航情報を確認して再検討をお願いいたします。 

 

２． 渡航に際して 

やむを得ず、海外へ渡航する場合には、各学校・園へ以下の事項を、所定の事務室

へご連絡下さい。 

（１）連絡事項 

 ①渡航先 

 ②渡航期間 

 ③緊急連絡先 

（２）連絡先事務室(所定の事務室)  

①保育園園児、保育士、職員   ：保育園事務室（７６１－３４０８） 

②幼稚園園児、教諭、職員    ：幼稚園事務室（７５１－６６５０） 

③小学校教職員         ：小学校設置準備室（８４１－１６００） 

④中学校・高等学校生徒、教職員  ：中学校・高等学校事務室（８４１－１３１７） 

⑤大学生            ：学生課（８２３－３３１１） 

⑥大学院生            ：大学院事務室（８２３－３３６８） 

⑦法科大学院生           ：法科大学院事務室（８２３－４７０２） 

⑧大学教職員           ：人事課（８２３－３２１７） 

渡航する場合には、外務省が発出している渡航情報（http://www.anzen.mofa.go.jp/）

を参考にして、適切な判断をお願いします。 

 

（３）やむを得ず渡航する場合 

①咳やくしゃみ等による感染を防ぐため、マスクを着用して下さい。 

②積極的に手洗いやうがいをして下さい。 

③インフルエンザ様の症状がみられた時は、現地の医療機関を受診して下さい。 

 

３．渡航先からの帰国に際して 

（１）新型インフルエンザ発生国・地域及び発生の疑いのある国・地域から帰国した 

   場合は、所定の事務室(２．(２)参照)へ連絡の後、原則として、帰国後７日間は

自宅待機してください。 

（２）待機中、発熱や咳などインフルエンザ様の症状が現れた場合には、所定の事務

室へ連絡の後、以下の「新型インフルエンザ電話相談窓口」へ連絡して下さい。 

（３）待機７日目までに、上記（２）の症状が現れない場合は、その旨を所定の事務

室へ連絡し、翌日から登校･登園、出勤してください。

 

http://www.anzen.mofa.go.jp/


新型インフルエンザ電話相談窓口 

機関 連絡先 対応時間 

県保健衛生課 ０９２－６４３－３２７９ 24 時間 

北九州市 ０９３－５２２－８７１１ 24 時間 

福岡市 ０９２－７６１－７３２８ 

０９２－７６１－７３６１ 

9:00～18:00  

18:00～21:00 

久留米市 ０９４２－３０－９７３０ 9:00～21:00  

大牟田市 ０９４４－４１－２６６９ 8:30～17:15（土日祝日除く） 

各保健福祉環境事務所 

筑紫 

０９２－５１３－５５８４ 9:00～17:00（土日祝日除く） 

粕屋 ０９２－９３９－１５２９ 9:00～17:00（土日祝日除く） 

宗像 ０９４０－３６－２０４５ 9:00～17:00（土日祝日除く） 

朝倉 ０９４６－２２－３９６４ 9:00～17:00（土日祝日除く） 

糸島 ０９２－３２２－１４３９ 9:00～17:00（土日祝日除く） 

遠賀 ０９３－２０１－４１６４ 9:00～17:00（土日祝日除く） 

鞍手 ０９４９－２３－３１２０ 9:00～17:00（土日祝日除く） 

嘉穂 ０９４８－２１－４９７２ 9:00～17:00（土日祝日除く） 

田川 ０９４７－４２－９３４５ 9:00～17:00（土日祝日除く） 

久留米 ０９４２－３０－１０５４ 9:00～17:00（土日祝日除く） 

八女 ０９４３－２２－６９６０ 9:00～17:00（土日祝日除く） 

山門 ０９４４－７２－２１８５ 9:00～17:00（土日祝日除く） 

京築 ０９３０－２３－３９３５ 9:00～17:00（土日祝日除く） 

 

緊急時の連絡は、以下へお願いします。 

西南学院大学 企画広報課（新型インフルエンザ対策本部事務局） 
・E-mail：pln@seinan-gu.ac.jp 

・TEL：+81-92-823-3718（月曜から金曜の８：４５～１７：２０） 

     +81-92-841-1316（上記以外の時間帯） 

  ・FAX:+81-92-823-3376 

 


